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予算執行の弾力化 

 

１ 複数年度事業の円滑化 

  複数年度にわたる事業に対応する予算制度としては、国庫債務負担行為や

繰越明許費といった制度があり、16 年度予算・15 年度補正予算においても事

業の性格・内容等を精査の上、ゼロ国債を含め適切に活用しているところ。 

 

○国庫債務負担行為 

 数年（原則５年以内）にわたり効力が継続する債務の負担権限について、

予め予算を以て国会の議決を得る制度（支出に当たっては歳出予算にあらた

めて計上する必要） 

  「ゼロ国債」：当該年度中の国費の支出がゼロの国庫債務負担行為 

 

 ○繰越明許費 

  歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内

にその支出を終わらない見込みのあるものについて、予め予算を以て国会の

議決を得て、翌年度に繰り越して使用する制度 

  

２ 補助事業施設の目的外使用承認の運用弾力化 

 地方分権推進計画（平成 10 年５月 29 日）を踏まえ、各省庁において、所 

管の補助金等に係る転用承認の運用の弾力化・手続きの簡素化、財産処分制 

限期間の短縮等の措置を講じたところ。 

また、地域再生推進のためのプログラム（平成 16 年 2 月 27 日）において 

も、補助事業施設の有効活用が図られるよう、転用の弾力化・手続の簡素化 

を図ることとしたところ。 

 

３ 公共事業再評価に伴う補助事業中止の場合の補助金返還要件の明確化 

(1) 地方分権推進計画において、公共事業再評価の結果、補助事業等を中断す 

る場合、補助金等適正化法第 10 条第 1 項の適用がある場合には、既に事業等

の執行が済んだ部分について補助金等の返還が求められることがないことが、 

明確化されている。   

 

(2) また、国と地方に係る経済財政運営と構造改革に関する基本方針（平成 14 

年 12 月 24 日）において、公共事業再評価に伴う補助事業中止の場合の補助 

金返還要件の明確化を図るため、行政機関が行う政策の評価に関する法律に 

基づいた適正な手続きを経て実施された公共事業再評価の結果、事業主体で 
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ある地方公共団体が補助事業を中断した場合には、補助金等適正化法上の義 
務違反がない限り、補助金等の返還を求めることがないことについて周知徹 
底を図ることとしたところであり、補助金等適正化中央連絡会議幹事会や関

係省庁から地方公共団体等への通知を通じて、周知徹底を図ったところ。 














